
工業用水道施設の施工・管理分界 
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(使用者は工事負担金を納入） 
※ 官民境界から1m以内に制水弁を設ける場合には、その1次側フランジに接

続する管までを配水管とし施工・管理界とする。その他これらにより難い場合は

使用者との協議により、原則として施工境界を管理境界とする。
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